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本
書
は
、
関
西
中
心
に
隔
月
の
例
会
を
も
ち
、
夏
に
は
関
東
の
研
究
者
を

交
え
て
合
宿
を
行
っ
て
き
た
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
よ

っ
て
寄
せ
ら
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
本
書

が
決
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
一
国
の
み
を
視
野
に
収
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
。
分
割
以
前
の
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味
で
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
蓬
か
に
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
分
割
後
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
国

家
男
器
。
橿
8
も
。
曄
9
」
は
存
在
せ
ず
と
も
、
亡
命
社
会
と
し
て
「
ポ
ー
ラ

ン
ド
℃
o
ざ
巳
と
は
憤
界
中
に
潜
伏
し
た
。
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
の
歴
史
は
、

現
存
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
の
歴
史
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
多

様
で
、
そ
れ
ゆ
え
や
や
も
す
る
と
統
一
感
を
欠
く
論
文
集
で
あ
る
本
書
は
、

軸
足
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
据
え
つ
つ
、
も
う
一
方
の
足
を
世
界
史
的
視
座
に
置

こ
う
と
す
る
試
み
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
ま
た
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
」
と
い
う
も
の
に
、

本
書
を
通
し
て
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
殊
に
第
1
・

1
部
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
た
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
。
第
1
・
H
部
で
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
は
変
質
し
、
そ
の
地
理
的
範
囲
は
著
し
く
伸
縮
し
、
地
図

上
か
ら
姿
を
消
し
す
ら
す
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
読

み
手
に
イ
メ
ー
ジ
喚
起
を
う
な
が
す
に
十
分
な
工
夫
（
時
代
ご
と
に
地
図
を

掲
載
す
る
な
ど
）
を
怠
っ
て
い
る
点
は
、
本
書
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
で
き

よ
う
。

第
－
部

「
国
家
の
デ
ザ
イ
ン
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

（
中
世
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
ま
で
）

　
第
工
部
は
、
列
強
に
よ
る
分
割
ま
で
の
時
期
を
扱
う
。
初
期
中
世
を
対
象

と
す
る
井
内
論
文
（
第
一
章
「
初
期
中
世
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
貢
租
『
ナ
ジ
ャ

ズ
』
に
つ
い
て
」
）
は
、
「
公
の
権
利
体
制
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
掛
か
り

と
し
て
ナ
ジ
ャ
ズ
と
呼
ば
れ
る
家
畜
貢
租
に
着
目
す
る
。
論
者
は
、
｛
九
世

紀
後
半
に
対
立
し
た
ス
モ
ル
カ
の
「
個
別
貢
租
論
（
貢
租
の
諸
名
称
を
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
貢
租
と
し
て
認
識
す
る
）
」
と
ピ
エ
コ
シ
ン
ス
キ
の
「
異
名
同

種
論
（
同
じ
貢
租
が
複
数
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
）
」
、
さ
ら
に
二

〇
世
紀
以
降
の
、
原
初
的
貢
租
が
細
分
化
し
た
過
程
を
説
明
す
る
ヴ
イ
ダ
イ

ェ
ヴ
イ
チ
、
ナ
ジ
ャ
ズ
改
革
の
契
機
を
教
会
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
の
発
給

に
み
る
バ
ル
ゼ
ル
、
そ
し
て
現
在
通
説
的
位
置
に
あ
る
「
ナ
ジ
ャ
ズ
の
レ
ガ

リ
ア
論
」
を
掲
げ
る
ブ
チ
ェ
ク
に
至
る
学
説
史
を
整
理
す
る
。
ブ
チ
ェ
ク
は
、

＝
世
紀
初
頭
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
導
入
さ
れ
た
ナ
ジ
ャ
ズ
が
教
会
イ
ン
ム
ニ

テ
ー
ト
特
権
と
は
無
関
係
に
変
容
を
遂
げ
た
と
説
明
す
る
が
、
論
者
は
、
一

三
世
紀
の
史
料
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
一
〇
一
｝
．
二
世
紀
の
国
家
・
社

会
を
考
証
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
静
態
的
な
初
期
中
心
論
に
異
を
唱
え
、
さ
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ら
に
、
ナ
ジ
ャ
ズ
と
よ
り
古
い
時
代
の
豚
貢
租
が
別
物
で
あ
る
可
能
性
を
示

唆
す
る
。
遺
憾
な
こ
と
に
本
論
文
は
先
行
研
究
に
対
す
る
疑
問
提
起
に
留
ま

っ
て
お
り
、
論
者
の
示
す
ナ
ジ
ャ
ズ
再
考
の
方
向
性
は
、
今
後
、
史
料
に
よ

る
裏
付
け
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
井
内
論
文
に
お
け
る
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
は
、
ピ
ア
ス
ト
朝
諸
公
国
の
領
域

を
指
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
山
論
文
（
第
二
章
「
ヘ
ン
リ
ク
・
ヴ
ァ
レ

ジ
イ
体
験
ー
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ
王
朝
断
絶
前
後
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
関

係
－
」
）
以
降
の
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
諸
公
国
を

統
合
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
は
、
一
六
世
紀
に
は
更
に
リ
ト
ア
ニ
ア
大
公
国

と
制
度
的
合
同
を
は
た
し
、
東
欧
随
一
の
広
大
な
領
域
を
誇
っ
た
。
そ
の
領

域
に
、
現
在
で
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
及
び
ロ
シ
ア
の
一
部
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
多
民
族
複
合
国

家
「
共
和
国
殉
N
①
。
巷
。
名
。
匿
と
を
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
と
呼
ん
で
差
し
支

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
も
は
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
の
国
家
で
は
な
い
。

し
か
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
（
シ
ュ
ラ
フ
タ
）
の
国
家
と
い
う
意
味
で
は
紛

れ
も
な
い
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
で
あ
る
。
近
世
の
「
共
和
国
」
は
「
貴
族
共
和

国
切
N
①
o
巷
。
ω
℃
o
蜂
口
ω
N
賦
畠
Φ
o
犀
p
」
で
あ
り
、
そ
の
貴
族
身
分
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
の
み
な
ら
ず
、
他
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
支
配
層
を
も
内
包
す
る
。

彼
ら
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら

に
加
え
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
を
共
通
項
と
し
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
「
自
由
（
特

権
）
」
を
共
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
一
六
世
紀
を
扱
う
小
山
論
文
は
、
国
王
と
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
確
執
、
さ

ら
に
は
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
フ
ラ
ン
ス
観
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ギ
ェ
ウ
ォ

写
料
絶
後
、
当
時
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
を
挟
ん
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
は
潜
在
的

な
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
ン
ジ
ュ
！
公
ヘ
ン
リ
ク
・
ヴ
ァ
レ

ジ
ィ
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
獲
得
に
乗
り
畠
す
。
積
極
的
な
選
挙
活
動
が

功
を
奏
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
位
を
得
た
ヘ
ン
リ
ク
で
は
あ
る
が
、
王
権
を
拘

束
す
る
目
的
で
シ
ュ
ラ
フ
タ
が
提
示
し
た
「
ヘ
ン
リ
ク
諸
条
項
」
を
誓
約
せ

ず
、
ま
た
偏
っ
た
裁
決
や
フ
ラ
ン
ス
式
習
慣
に
よ
っ
て
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
反
感

を
掻
き
立
て
、
つ
い
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
位
を
継
ぐ
た
め
、
議
会
に
無
断
で

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
近
世
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴

族
共
和
制
に
お
い
て
空
位
期
が
変
革
へ
の
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

文
学
作
品
や
国
王
選
挙
で
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
文
書
と
い
っ
た
多
彩
な
史
料
を

駆
使
し
て
非
常
に
動
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
論
者
は
、
「
ヘ
ン
リ

ク
・
ヴ
ァ
レ
ジ
イ
体
験
」
が
シ
ュ
ラ
フ
タ
社
会
に
残
し
た
痕
跡
に
関
し
て
、

ヘ
ン
リ
ク
の
契
約
違
反
が
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
王
権
不
信
の
ひ
と
つ
の
種
と
な
っ

て
後
世
に
尾
を
ひ
く
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
、
こ
の
経
験
が
フ
ラ
ン
ス
人
ヘ

ン
リ
ク
の
個
別
事
例
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
「
選
挙
王
」
一
般
に
介
在
す
る
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
一
般
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
る
。
だ
が
、
先

行
研
究
で
あ
る
キ
ェ
レ
シ
と
タ
ズ
ビ
ル
の
｝
見
対
立
す
る
見
解
か
ら
共
通
点

を
す
く
い
上
げ
て
折
衷
し
た
よ
う
な
こ
の
見
通
し
に
は
、
や
や
物
足
り
な
さ

を
感
じ
な
く
も
な
い
。

　
続
く
三
論
文
の
舞
台
で
あ
る
一
八
世
紀
に
は
、
貴
族
共
和
制
全
盛
期
以
来

の
国
家
理
念
は
本
質
的
変
更
を
被
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
実
際
に
「
共
和

国
」
で
政
治
権
力
を
担
う
の
は
一
握
り
の
マ
グ
ナ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、

国
家
の
あ
り
か
た
を
問
い
直
す
よ
う
な
動
き
が
表
出
す
る
。
戸
波
論
文
（
第

三
章
「
ア
ウ
グ
ス
ト
ニ
世
没
後
の
空
位
期
に
お
け
る
国
家
改
革
の
試
み
ー

レ
シ
チ
ン
ス
キ
陣
営
の
動
向
を
中
心
に
　
　
」
）
は
一
八
世
紀
前
半
の
ザ
ク

セ
ン
時
代
を
扱
う
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ニ
世
没
後
の
空
位
期
は
、
従
来
対
立
し

て
い
た
二
大
マ
グ
ナ
ー
ト
党
派
「
ポ
ト
ツ
キ
派
」
「
御
一
門
派
」
が
と
も
に
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評書

国
家
改
革
を
志
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
論
者
は
、
「
御
一
門
派
」
の
ア
ウ
グ

ス
ト
・
チ
ャ
ル
ト
リ
ス
キ
に
よ
る
改
革
案
と
、
立
案
者
不
明
の
別
の
改
革
案

を
比
較
・
分
析
し
、
そ
の
結
果
、
両
案
に
共
通
す
る
骨
子
と
し
て
大
き
く
二

点
、
シ
ュ
ラ
フ
タ
所
領
へ
の
課
税
と
、
平
民
主
体
の
歩
兵
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
に
よ
る
軍
隊
の
増
強
・
近
代
化
を
挙
げ
る
。
論
者
は
、
改
革
案
が
理
念
上

は
あ
く
ま
で
も
シ
ュ
ラ
フ
タ
共
和
政
体
の
再
構
築
を
追
求
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
実
際
の
方
法
と
し
て
は
「
共
和
国
」
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
フ
タ
の
位

置
づ
け
を
覆
す
よ
う
な
計
画
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
促
す
。
こ
の
時

期
の
国
家
改
革
は
つ
い
に
実
を
結
ば
ず
、
世
紀
の
後
半
に
持
ち
越
さ
れ
る
が
、

論
者
は
一
般
に
停
滞
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
ザ
ク
セ
ン
時
代
の
先
駆
的

土
手
を
強
調
し
、
再
評
価
の
必
要
を
提
唱
し
て
い
る
。
た
だ
、
議
論
が
レ
シ

チ
ン
ス
キ
陣
営
を
担
う
二
大
党
派
の
う
ち
「
御
一
門
派
」
に
集
中
し
て
い
る

感
は
否
め
ず
、
「
ポ
ト
ツ
キ
派
」
に
関
し
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
具
体
的
分

析
へ
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
白
木
・
杉
原
両
氏
の
論
文
は
、
｝
八
世
紀
後
半
を
取
り
上
げ
る
。
白
木
論

文
（
第
四
章
「
四
年
議
会
（
一
七
八
八
一
　
七
九
二
年
）
に
お
け
る
共
和
主

義
的
国
叢
論
の
変
遷
ー
イ
グ
ナ
ツ
イ
・
ポ
ト
ツ
キ
の
内
政
外
交
活
動
を
中

心
に
一
」
）
は
、
「
四
年
議
会
期
」
の
国
家
改
革
理
念
の
変
容
を
追
う
に
あ

た
っ
て
、
イ
グ
ナ
ツ
ィ
・
ポ
ト
ツ
キ
を
議
論
の
中
軸
に
据
え
る
。
国
書
改
革

の
必
要
を
説
く
ポ
ト
ツ
キ
の
『
政
体
改
善
要
項
』
は
、
～
部
有
産
都
市
民
に

シ
ュ
ラ
フ
タ
身
分
を
開
く
と
い
っ
た
決
定
的
な
箇
所
こ
そ
退
け
ら
れ
た
も
の

の
、
そ
の
修
正
案
は
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
プ
ロ
イ
セ
ン
が
ポ
ー
ラ

ン
ド
と
の
同
盟
に
消
極
的
に
な
る
と
、
親
プ
ロ
イ
セ
ン
派
の
ポ
ト
ツ
キ
は
国

王
に
歩
み
寄
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
後
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
『
統
治
法
（
五

月
三
日
憲
法
）
隔
で
あ
る
。
妥
協
の
上
に
成
立
し
た
『
五
月
三
日
憲
法
』
を
、

論
考
は
「
所
与
の
社
会
的
条
件
の
申
で
穏
健
な
国
制
改
革
を
目
指
す
」
点
で
、

従
来
の
よ
う
に
環
大
西
洋
革
命
の
文
脈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
名
誉

革
命
体
制
と
の
類
似
性
に
お
い
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
。

　
白
木
論
文
に
お
い
て
、
内
政
面
で
は
現
実
的
選
択
を
と
っ
た
ポ
ト
ツ
キ
が

外
交
に
お
い
て
親
プ
ロ
イ
セ
ン
的
傾
向
を
示
し
た
こ
と
は
、
反
ロ
シ
ア
感
情

に
乗
っ
た
「
指
弾
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的

に
、
こ
の
時
期
外
交
上
の
中
心
的
議
題
で
あ
っ
た
グ
ダ
ン
ス
ク
割
譲
問
題
に

焦
点
を
絞
る
杉
原
論
文
（
第
五
章
「
四
年
議
会
期
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
グ
ダ
ン
ス

ク
割
譲
問
題
」
）
は
、
親
プ
ロ
イ
セ
ン
外
交
を
、
国
際
関
係
上
の
バ
ラ
ン
ス

感
覚
に
基
づ
く
現
実
的
な
戦
略
と
し
て
評
価
す
る
。
グ
ダ
ン
ス
ク
獲
得
を
悲

願
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
ヴ
ィ
ス
ワ
川
に
関
税
を
か
け
る
こ
と
で
ポ
ー
ラ

ン
ド
を
圧
迫
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
関
税
撤
廃
を
得
る
た
め
に
グ
ダ
ン
ス
ク
を

割
譲
す
る
か
否
か
の
二
者
択
｝
を
迫
ら
れ
た
。
論
者
は
、
グ
ダ
ン
ス
ク
割
譲

問
題
を
め
ぐ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
で
の
議
論
を
検
討
し
、
同
時
代
人
の
間
で

の
問
題
認
識
を
詳
細
に
す
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
同
盟
関
係
を
前
提
に
イ
ギ

リ
ス
と
提
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
安
全
保
障
と
通
商
上
の
利
益
を

最
優
先
と
す
る
意
見
は
、
反
プ
ロ
イ
セ
ン
感
情
を
共
有
す
る
人
々
か
ら
は
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
論
者
は
、
グ
ダ
ン
ス
ク
貿
易
の
数
量
デ
ー
タ
を
整

理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ィ
ス
ワ
川
関
税
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
経
済
に
直
接
的

影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
当
時
の
反
プ
ロ
イ
セ
ン
意
識

が
多
分
に
感
情
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
が
、
そ
の
反
プ
ロ
イ
セ
ン

感
情
が
、
国
内
政
治
で
魍
五
月
三
日
憲
法
』
に
結
実
す
る
よ
う
な
統
一
的
行

動
を
と
っ
た
改
革
派
陣
営
を
、
外
交
上
の
安
全
保
障
の
点
で
は
分
裂
せ
し
め

た
の
で
あ
る
。
論
者
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
プ
ロ
イ
セ
ン
両
国
関
係
の
み
な
ら
ず
、

イ
ギ
リ
ス
の
色
濃
い
影
を
強
調
す
る
点
は
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
だ
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ろ
う
が
、
考
察
が
個
々
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
限
ら
れ
て
い
る
点
が
残
念
で
あ
る
。

ま
た
、
「
愛
国
」
と
い
う
語
が
文
中
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
が
、
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。

　
白
木
・
杉
原
両
論
文
と
も
「
四
年
議
会
」
期
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
よ
り
多
角
的

に
捉
え
る
観
点
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
論
者
の
解
釈
の
相
違
に
よ

る
の
だ
ろ
う
か
、
結
局
の
と
こ
ろ
分
割
前
夜
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
選
択
可
能
な

「
現
実
」
的
な
道
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
釈
然
と
し
な
い
。
そ
し
て
全
体

的
に
は
、
列
強
（
プ
ロ
イ
セ
ン
や
イ
ギ
リ
ス
）
の
動
向
に
翻
弄
さ
れ
る
ポ
ー

ラ
ン
ド
と
い
う
従
来
通
り
の
印
象
が
強
め
ら
れ
る
。
こ
の
印
象
は
、
（
小
山

論
文
で
言
及
さ
れ
る
）
一
六
世
紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
王
選
挙
が
フ
ラ
ン
ス
国

内
の
宗
教
問
題
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
と
鮮
や
か
な
対

比
を
な
し
、
一
八
世
紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
際
舞
台
で
の
凋
落
ぶ
り
を
際
立
た

せ
る
。
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
へ
の
橋
渡
し
を
し
た
一
七
世
紀
が
本
書
に

お
い
て
欠
落
し
て
い
る
こ
と
が
、
非
常
に
遺
憾
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
”
福
嶋
）

∬
部

交
錯
す
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

（
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
ま
で
）

　
四
論
文
か
ら
な
る
第
－
部
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
分
割
前
同
様
に
多
民
族

か
ら
成
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
を
扱
う
一
方
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
離
れ
て
広
く
、

パ
リ
や
ロ
シ
ア
帝
都
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
を
も
視
野
に
収

め
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
持
つ
二
つ
の
顔
を
暗
示
し
て

い
る
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
対
外
的
に
は
、
分
割
三
列
強
の
下
で
抑
圧

さ
れ
、
民
族
解
放
の
筆
頭
に
立
と
う
と
す
る
亡
国
の
民
と
し
て
の
銀
魚
（
中

村
・
中
山
論
文
）
と
、
現
実
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
で
依
然
と
し
て
支
配
的
な

立
場
に
あ
る
多
数
派
と
い
う
側
面
（
山
田
・
藤
井
論
文
）
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
中
村
論
文
（
第
六
章
「
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
と
ミ
シ
ュ
レ
ー
一

九
世
紀
中
葉
パ
リ
に
お
け
る
ス
ラ
ヴ
文
化
受
容
の
｝
局
面
1
」
）
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
再
建
問
題
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
の
申
に
位
置
付
け
、

亡
命
ポ
ー
ラ
ン
ド
詩
人
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
と
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史

家
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
の
思
想
的
交
流
を
解
明
し
つ
つ
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
像
と
国
民
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
従

来
の
研
究
で
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
世
論
や
亡
命
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
社
会
な
ど
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
一
八
四

〇
年
代
の
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義

と
、
一
八
五
四
年
刊
の
ミ
シ
ュ
レ
の
『
北
方
民
主
主
義
伝
説
』
を
中
心
に
検

討
す
る
。
論
者
は
、
両
者
の
思
想
的
交
流
が
ミ
シ
ュ
レ
の
ス
ラ
ヴ
世
界
観
を

広
げ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
ロ
シ
ア
民
衆
の
解
放
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
と

指
摘
し
、
両
者
が
民
衆
の
連
帯
に
基
づ
く
欧
州
統
合
を
模
索
し
た
と
し
て
現

在
の
欧
州
統
合
と
も
関
連
付
け
る
。
し
か
し
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
イ
チ
に
関
し

て
は
、
本
論
の
内
容
だ
け
で
欧
州
統
合
の
問
題
と
絡
め
る
こ
と
に
や
や
違
和

感
を
覚
え
る
。

　
次
の
山
田
論
文
（
第
七
章
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ユ
ダ

ヤ
人
一
一
一
月
蜂
起
を
中
心
に
i
」
）
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け

る
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
分
析
を
通
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
社
会
と
民
族
蜂
起
の

性
格
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
中
欧
最
大
の
ユ
ダ

ヤ
系
人
口
を
抱
え
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
皇
帝
の
下
に
置
か
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

王
国
で
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
都
市
人
口
の
三
分
の
一
を
占
め
、
経
済
的
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
一
方
、
彼
ら
は
独
自
の
共
同
体
内
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
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評書

伝
統
に
従
っ
て
閉
鎖
的
に
生
活
し
、
法
的
・
社
会
的
に
差
別
さ
れ
て
も
い
た
。

本
論
は
、
ま
ず
、
当
該
期
に
な
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
論
と
そ
の
政
策
を
、
差

別
・
排
除
型
と
ハ
ス
カ
ラ
ー
の
流
れ
を
汲
む
改
革
・
同
化
型
と
に
大
別
し
、

紹
介
す
る
。
次
い
で
、
…
八
三
〇
1
三
一
年
の
反
ロ
シ
ア
ニ
月
蜂
起
へ
の

ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
参
加
問
題
に
移
る
。
そ
こ
で
は
、
蜂
起
指

滋
部
の
矛
盾
す
る
ユ
ダ
ヤ
姦
策
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
H
ロ
シ
ア
・
ス
パ
イ
」
説
な

ど
に
見
ら
れ
る
不
信
や
偏
見
、
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
の
蜂
起
は
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
の
血
の
み
で
瞳
う
べ
し
と
す
る
一
部
の
民
族
主
義
的
な
態
度
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
る
。
蜂
起
敗
北
後
、
ロ
シ
ア
支
配
が
強
ま
る
中
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

と
ユ
ダ
ヤ
入
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
本
論
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
蜂
起
の
抑
圧
的
な
一
面
を
描
く
事
に
成
功
し
た
と
い
え
よ

う
。　

藤
井
論
文
（
第
八
章
＝
九
世
紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
企
業
家
を
め
ぐ
っ
て

i
　
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
ウ
ッ
ジ
繊
維
企
業
家
の
評
価
を
中
心
に

ー
ー
」
）
が
扱
う
企
業
家
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
問
題
は
、
従
来
ポ
ー
ラ
ン

ド
史
学
界
で
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
単
に
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
層
が
主
に

ユ
ダ
ヤ
入
や
ド
イ
ツ
人
な
ど
他
民
族
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
現
在
に

い
た
る
ま
で
「
シ
ュ
ラ
フ
タ
H
地
主
」
的
な
価
値
観
が
優
位
を
占
め
て
い
る

と
い
う
理
由
に
よ
る
。
従
っ
て
本
論
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
工
業
化
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
系
を
中
心
と
す
る
民
族
的
構
成
と
蜂
起
や

革
命
に
対
す
る
非
協
力
的
態
度
の
た
め
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
と
み
な
さ
れ
な

か
っ
た
ウ
ッ
ジ
の
繊
維
企
業
家
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
政
治
・
経
済
と

も
に
民
族
の
独
立
回
復
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
一
九
働

紀
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
に
一
石
を
投
じ
て
い
る
。
む
す
び
で
は
、
当
時
の
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
政
治
的
・
経
済
的
状
況
の
後
進
性
を
考
慮
し
、
移
住
し
て
ま
も
な
い

世
代
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
同
様
の
心
性
を
要
求
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
企
業

家
を
擁
護
す
る
。
だ
が
、
企
業
家
の
評
価
の
み
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
新

た
な
企
業
家
研
究
の
意
義
が
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
は
い

え
、
移
住
し
た
企
業
家
の
子
孫
が
居
住
地
へ
の
帰
属
意
識
の
強
い
「
ウ
ッ
ジ

人
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
と
の
指
摘
は
大
変
興
味
深
い
。

　
最
後
の
中
山
論
文
（
第
九
章
「
帝
政
末
期
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
の
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
社
会
ー
ロ
シ
ア
正
月
革
命
研
究
へ
の
新
視
点
一
］
）
は
、
款
し
い

試
み
を
提
示
し
て
い
る
。
本
論
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
蜂
起
勢
力
が
掲
げ
た
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
ロ
シ
ア
革
命
指
導
理
念
と
の
～
致
や
、
二
月
革
命
時
随
所
で
歌

わ
れ
た
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
労
働
歌
」
な
ど
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
要
素
か
ら
、
従
来

の
「
ロ
シ
ア
中
心
的
二
月
革
命
」
観
を
退
け
、
二
月
革
命
史
研
究
に
「
ロ
シ

ア
版
『
諸
国
民
の
春
ヒ
の
視
点
の
導
入
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
族
・
社
会
革

命
的
伝
統
と
の
関
連
付
け
の
必
要
を
説
く
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
摂
刊
紙

や
労
働
者
ク
ラ
ブ
の
機
関
紙
か
ら
二
月
革
命
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
社
会
の
行

動
を
分
析
す
る
際
に
は
、
同
年
の
コ
シ
チ
ュ
ー
シ
コ
死
没
一
〇
〇
周
年
に
注

目
し
て
、
民
族
的
英
雄
コ
シ
チ
ュ
ー
シ
コ
や
そ
の
蜂
起
の
伝
統
の
「
記
憶
」

が
約
二
〇
万
入
を
数
え
た
帝
都
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
社
会
に
　
体
的
行
動
を
促
し

た
と
す
る
。
同
時
に
そ
の
視
野
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
み
な

ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
分
割
以
前
か
ら
続
く
「
歴
史
的
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
の
構

成
員
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
論
の
射
程
は
時
間
的
に

も
空
曇
的
に
も
大
変
広
い
が
、
二
月
革
命
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
社
会
と

そ
の
他
の
エ
ス
一
一
シ
テ
ィ
と
の
関
係
や
、
革
命
全
体
の
中
で
の
位
置
付
け
は

な
く
、
包
括
的
な
新
二
月
革
命
研
究
は
今
後
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
”
梶
）
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第
皿
部

失
わ
れ
た
過
去
、
持
続
す
る
伝
統

（
二
〇
世
紀
の
体
験
）

　
第
国
部
の
題
名
に
あ
る
「
失
わ
れ
た
過
去
」
「
持
続
す
る
伝
統
」
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

　
二
〇
世
紀
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
を
考
え
る
時
、
三
つ
の
時
代
区
分
を
人
々
は

想
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
第
～
次
世
界
大
戦
後
、
民
族
自
決
の
名

の
下
に
独
立
を
回
復
し
た
時
代
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
二
次
漫
界
大
戦
中
の

ナ
チ
ス
ー
ー
ド
イ
ツ
と
ソ
連
の
、
戦
後
の
ソ
連
に
よ
る
（
事
実
上
の
）
占
領
・

支
配
の
時
代
で
あ
る
。
第
三
に
、
一
九
八
九
年
の
東
欧
革
命
後
の
ポ
ス
ト
社

会
主
義
時
代
で
あ
る
。

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
名
の
変
遷
が
こ
の
時
代
の
推
移
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
。
第
一
と
第
三
の
時
代
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
菊
N
Φ
。
巷
○
ω
℃
。
曄
p

℃
o
一
路
p
」
と
呼
ば
れ
、
第
二
の
時
代
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
℃
o
墜

手
力
N
Φ
o
巷
。
紹
②
窪
o
U
巳
。
≦
と
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

冒
頭
の
問
い
の
答
え
は
、
「
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
回
復
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン

ド
国
家
の
独
立
は
、
ナ
チ
ス
や
ソ
連
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
が
、
　
一
九
八
九
年

の
東
欧
革
命
に
よ
っ
て
再
度
甦
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
代
の

「
連
続
」
か
、
或
い
は
「
断
絶
」
か
、
こ
れ
こ
そ
が
第
盤
部
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
「
国
家
」
や
「
国
家
の
独
立
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
三
つ
の

時
代
の
関
係
を
、
各
論
文
の
検
証
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
田
口
論
文
（
第
一
〇
章
「
両
大
戦
間
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
家
と
市
場
」
）

で
は
、
「
国
民
国
家
」
な
き
状
態
で
の
国
民
経
済
と
自
由
主
義
経
済
の
確
立

が
試
み
ら
れ
た
時
代
に
つ
い
て
、
国
家
と
市
場
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
、
当

初
の
目
論
見
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
原
因
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
概
観
す

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
の
時
代
は
強
力
な
国
家
の
指
導
の
下
、
エ

タ
テ
ィ
ズ
ム
の
台
頭
を
許
す
。
第
二
の
時
代
は
中
央
統
制
経
済
の
下
、
市
場

は
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
時
代
は
市
場
か
ら
国
家

が
退
場
す
る
。
こ
こ
で
は
、
国
名
の
変
遷
か
ら
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
「
第
一

の
時
代
↓
第
二
の
時
代
と
い
う
喪
失
の
時
代
↓
第
三
の
時
代
に
お
け
る
再

生
」
と
い
う
図
式
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　
渡
辺
論
文
（
第
＝
章
「
独
ソ
戦
の
展
開
と
ワ
ル
シ
ャ
ワ
蜂
起
…
“
バ

グ
ラ
チ
オ
ン
”
作
戦
か
ら
蜂
起
緒
戦
ま
で
（
　
九
四
四
年
六
月
二
三
日
～
八

月
四
日
）
一
」
）
が
扱
っ
た
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
蜂
起
」
は
、
第
二
の
時
代
に

お
け
る
「
自
立
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
の
不
在
」
の
起
点
を
な
す
事
件
で
あ

る
。
ま
た
、
吉
岡
論
文
（
第
一
二
章
「
『
民
族
の
論
理
』
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン

ド
共
産
主
義
勢
力
の
権
力
正
当
化
の
試
み
ー
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
は
ざ
ま
で
（
一
九
四
四
一
四
七
年
）
－
」
）
は
、

「
自
立
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
」
と
は
言
え
な
い
状
況
で
、
人
民
共
和
国
政

府
が
「
民
族
の
論
理
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
正
当
化
し
た
経
緯
、
即
ち
、
「
主

権
国
家
」
と
し
て
の
正
当
性
を
「
国
民
国
家
」
創
設
に
よ
っ
て
保
持
し
よ
う

と
し
た
人
民
共
和
国
・
第
二
の
時
代
を
丹
念
に
追
っ
て
い
る
。

　
第
三
の
時
代
の
国
家
像
と
は
何
か
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て

十
分
な
考
察
が
加
え
ら
れ
た
論
文
は
本
書
に
は
な
い
。
松
川
論
文
（
第
一
四

章
「
名
誉
か
、
国
家
か
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
戦
略
　
　
」
）
に
お
い
て
、

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
国
家
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
？
」

と
い
う
第
田
部
と
本
書
を
締
め
く
く
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
一
方
、
松
川
論
文
で
は
、
国
家
存
在
の
媛
小
さ
に
つ
い
．
て
言
及
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
た
と
え
国
家
が
滅
び
て
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
文
化
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
だ
け
は
残
す
こ
と
が
存
在
の
証
だ
っ
た
。
」
と
い
う
指
摘
に
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評書

端
的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
の
独
立
問
題
を
論
じ

る
時
に
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
曇
潰
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
国
家
の
独
立
」
の

喪
失
や
「
国
家
存
在
の
媛
小
さ
」
を
松
川
論
文
で
用
い
ら
れ
た
「
個
人
の
名

誉
」
と
い
う
説
明
だ
け
で
美
化
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
持
続
す
る
伝
統
」
と
は
、
失
わ
れ
た
第
二
の
時

代
を
経
て
第
三
の
時
代
に
再
生
し
た
「
国
家
の
独
立
」
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
即
ち
、
時
代
の
変
遷
に
も
耐
え
抜
き
、
生
き
続
け
て
き
た
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
社
会
そ
の
も
の
こ
そ
「
持
続
す
る
伝
統
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
言
う
「
社
会
ω
喝
。
げ
o
N
登
竜
。
」
は
「
対
抗
社
会
」
で
あ

る
と
も
言
わ
れ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
を
考
え
る
時
に
は
、
支
配
権
力
や
政
治

権
力
に
代
わ
り
う
る
在
野
勢
力
、
つ
ま
り
、
国
民
の
側
か
ら
自
生
的
に
芽
生

え
た
共
同
体
の
動
き
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
民
共
和
国
を
「
自
立
的

で
な
い
」
と
書
い
た
評
者
の
意
図
は
、
国
民
の
主
体
性
の
欠
如
に
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
欠
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
論
法
と
し
て
「
民
族
の
論
理
」
に

注
目
し
た
吉
岡
氏
の
着
眼
点
は
全
く
正
鵠
を
得
て
い
る
。
｝
方
、
「
ワ
ル
シ

ャ
ワ
蜂
起
」
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
A
K
（
国

内
軍
）
と
い
う
一
軍
隊
の
作
戦
行
動
と
し
て
で
は
な
く
、
市
民
的
蜂
起
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
渡
辺
氏
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
蜂
起
に
つ
い
て
『
カ

チ
ン
の
森
と
ワ
ル
シ
ャ
ワ
蜂
起
臨
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
一
九
九
…
年
）

と
い
う
前
作
で
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論
じ
て
い
た
た
め
か
、
本
書
で
は
専

ら
軍
事
作
戦
的
な
面
に
絞
っ
て
論
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
対
抗
社
会
」
へ
の
視
点
は
本
書
第
軍
部
に
お
い
て
は
随
所
に
見
受
け
ら
れ

る
。　

特
に
早
坂
論
文
（
第
＝
二
章
「
リ
ト
ア
ニ
ア
の
ロ
シ
ア
旧
教
徒
の
生
活

誌
」
）
は
、
社
会
や
市
民
の
側
か
ら
歴
史
を
見
直
す
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
た
。

権
力
抗
争
の
歴
史
で
は
な
く
、
庶
民
の
生
活
の
掘
り
起
し
が
、
時
代
像
の
再

構
築
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
手
法
は
生
活
史
や
心
性
史
を
扱
う

時
に
有
効
で
あ
る
。
早
坂
論
文
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
現
代
社
会
分
析
の
可
能
性

の
試
金
石
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
対
抗
社
会
」
の
組
織
と
し
て
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
で
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
前
半
以
降
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
政
府
・
支
配
権
力
に
対
抗
し
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
中
心
に
社
会
組
織
を
形
成
し
て
き
た
。
「
対
抗
社
会
」

と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
組
織
は
「
国
家
の
独
立
」
が
回
復
さ
れ
た
第
一

次
世
界
大
戦
後
も
、
ナ
チ
ス
占
領
下
も
、
入
替
共
和
国
時
代
も
、
一
貫
し
て

受
け
継
が
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
「
国
家
独
立
」
の
形
態
に
関
係
な
く
、
「
対

抗
社
会
」
は
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、
連
続
し
て
存
在
し
た
。
そ
れ
こ
そ
が

「
持
続
す
る
伝
統
」
で
あ
る
。

　
第
湿
部
の
構
成
上
の
欠
点
を
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
国
家
と

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
支
持
を
背
景
に
国
家

権
力
と
戦
っ
た
「
連
帯
ω
o
一
撃
鋤
§
o
縁
」
に
関
す
る
考
察
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
「
連
帯
」
の
「
自
治
共
和
国
」
は
、
国
家
権
力
に
代
わ
り
う
る
社
会
組

織
と
し
て
の
頂
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
社

会
組
織
の
考
察
が
本
書
で
欠
落
し
て
い
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
実
を
言

う
と
、
こ
の
点
に
問
題
意
識
を
抱
き
な
が
ら
、
本
書
に
論
文
を
寄
稿
し
な
か

っ
た
評
春
（
置
村
）
に
相
当
の
責
任
が
あ
る
。
こ
の
考
察
の
欠
如
は
第
三
の

時
代
に
お
け
る
国
家
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
展
望
が
欠
如
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
（
担
当
”
置
村
）
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σ

　
最
後
に
、
第
王
台
・
第
∬
部
の
題
名
に
も
注
目
す
る
と
、
全
三
部
を
通
し

て
「
国
家
」
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
　
　
脚



ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
の
呼
称
の
時
代
に
よ
る
変
遷
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
ー
ー
リ
ト
ア

ニ
ア
国
家
」
「
貴
族
共
和
国
」
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
王
国
」
「
歴
史
的
ポ
ー
ラ
ン
ド
」

な
ど
様
々
で
あ
る
。
「
国
家
と
は
何
か
」
と
考
え
た
時
、
「
国
家
存
在
の
矯
小

さ
」
や
、
国
家
権
力
と
「
対
抗
す
る
社
会
の
存
在
の
大
き
さ
」
に
論
点
が
帰

着
す
る
の
は
皮
肉
で
あ
る
。
国
史
・
国
民
史
と
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
の
不

可
能
性
を
本
書
は
示
し
て
く
れ
た
。
一
方
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
領
域
も
時
代
に

よ
っ
て
変
化
し
た
の
で
、
領
域
内
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
以
外
の
様
々
な
民
族

（
ユ
ダ
ヤ
人
・
ド
イ
ツ
人
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
・
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
・
リ
ト
ア
ニ

ア
入
な
ど
）
が
混
住
し
て
い
た
。
藤
井
論
文
や
吉
岡
論
文
で
「
ポ
ー
ラ
ン
ド

的
」
な
る
も
の
が
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
へ
の
帰
属
」
と
い
う
意
味
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
」
な
る
も
の
が
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
執
筆
者
代
表
“
灘
村

薄
で
あ
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
多
様
性

こ
そ
ポ
ー
ラ
ン
ド
社
会
の
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
人
民
共
和
国
時
代
の

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
な
国
民
国
家
」
創
設
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た

皮
肉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
地
政
学
的
に
微
妙
な
位
置
に
あ
る
ポ
ー
ラ

ン
ド
と
い
う
地
域
史
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
本
書
は
示
し
て
く
れ
た
。
ボ
ー

ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
史
・
国
民
史
の
不
可
能
性
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
多
様
性

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
も
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
研
究
を
通
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像

の
構
築
と
い
う
本
書
の
野
心
的
試
み
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
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